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西原町中央公民館の施設使用中止について
　日ごろから本町の生涯学習の拠点として西原町中央公民館をご愛用いただき、ありがとうございます。
広く町民に活用されている中央公民館ですが、3 月に談話室の天井が剥離して落下する事故が発生しま
した。天井の構造上、談話室の隣にある集会場（ホール) にかけての天井も修繕が必要になる可能性が
あり、そのため現在は玄関ロビーから談話室、集会場（ホール ) にかけてのエリアを立ち入り禁止にし、
当分の間は使用を中止しています。
　現在は修繕工事に向けて調整している段階のため、
使用再開については直接、中央公民館へお問い合わ
せください。
　なお、中央公民館の展示室側と 2 階の施設はこれ
までどおり使用することができます。
　みなさんにはご迷惑おかけしますが、利用者の安
全性を考えての処置となりますので、ご理解ご協力
いただきますようよろしくお願いします。

使用できます 使用中止
お問い合わせ：西原町中央公民館　☎945-3657

３町村

広域

　4 月 1 日に「与那原・西原・中城ファミリーサポー
トセンター」の開所式が行われました。式には 3 町村
から関係者などが出席し、開所を祝福しました。上間
明町長は｢核家族化、共働きが一般的になり、一人親世
帯も増加している中、子育ての環境が多様化している。
安心して働きながら子育てできる環境づくりを目指し、
今後も与那原町、中城村と連携して取り組みたい。｣と
あいさつしました。
　テープカットに参加した利用会員代表の有馬暢子さ
ん ( 与那原町在 ) は｢子どもが人見知りなので、自宅で
預かってもらっている。10 月から利用しているが、急
用のときなどに融通が利くので助かっているし、これ
からも利用したい。｣と、センターの開所を喜びました。

　子どもの一時預かりや保育施設への送迎、病児や病後児の預か
りなど、子育ての支援を必要とする「おねがい会員」と子育ての
手助けをする「サポート会員」が会員になりお互いが地域の中で
助け合いながら子育てをする相互援助活動です。
　原則として、お子さんの預かり先はサポート会員の自宅となり
ますが、おねがい会員の指定する場所で預かることもできます。

★兄弟姉妹は、２人目以降は半額加算になります。
★利用料金は、おねがい会員がサポート会員へ直接お支払いくだ
　さい。交通費、オムツ、おやつ、食事などの実費は別途お支払
　いください。
★サポート活動保険は入会と同時に加入となります。（保険料は
　センターが負担します。）
★無断・当日キャンセルは、キャンセル料が発生します。

・保育施設の開始前や終了後の預かり

・保護者等の病気や急用時の預かり

・買い物などの外出の際の預かり

・出張などの宿泊を伴う預かり

・保育施設または学校までの送迎
・冠婚葬祭や兄弟の学校行事
　の際の預かり
・病気・病後児の預かり
・その他援助を必要とするとき

月～金：9時～17時30分
　※緊急時は時間外連絡可(携帯電話に転送になります)
注)土・日・祝祭日はセンターはお休みです。
　※援助活動(サポート)はセンターの閉所時間に関わら
　　ず行っています。

住所　与那原町東浜 78-5　ディアフラッツ東浜 101
TEL　988-1914　　FAX　988-1924

お問い
合わせ

ファミリーサポートセンターとは・・・

次のようなサポートが利用できます。

利用時間・報酬の基準

センター開所時間


